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は
じ
め
に 

 

拙
論
文
「
故
宮
本 

十
二
月
朋
友
相
聞
書
」（
１
） 

に
と
り
あ
げ
た
「
唐
人 

十

二
月
朋
友
相
聞
書
」
の
伝
世
経
路
調
査
の
た
め
、
金 

章
宗
皇
帝
（
一
一
六
八

―
一
二
〇
八
）
の
所
蔵
印
、
明
昌
七
璽
を
文
献
・
現
存
す
る
印
影
の
両
方
か
ら

比
較
検
討
す
る
。
ま
た
、
派
生
的
研
究
と
し
て
、
金
章
宗
の
痩
金
書
を
再
検
討

す
る
。 

平
成
二
十
一
年
の
拙
論
文
「
故
宮
本 

十
二
月
朋
友
相
聞
書
」
で
、
伝
世
経

路
を
調
査
し
た
際
に
、
根
拠
と
し
て
、
金
章
宗
の
所
蔵
印
三
点
を
使
用
し
た
。

そ
れ
は
、
末
尾
の
紙
に
押
さ
れ
た
「
群
玉
中
秘
」
、
本
紙
と
隔
水
の
間
の
「
内
殿

珍
玩
」
、
「
御
府
寶
繪
」
の
三
点
で
、
す
べ
て
騎
縫
印
で
あ
る
。
拙
論
文
で
は
、

従
来
の
文
献
に
従
っ
て
こ
れ
ら
の
印
影
は
真
印
と
し
て
議
論
し
た
。
本
稿
で
は
、

伝
世
経
路
の
議
論
を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
に
、
関
係
文
献
を
検
討
し
、
現
存

す
る
印
影
を
収
集
し
、
分
類
を
試
み
る
。 

  
 

 

一 

文
献
に
み
る
明
昌
七
璽 

 

多
く
の
名
画
劇
跡
に
、
金
章
宗
の
所
蔵
印
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
謂
、

明
昌
七
璽
、
前
隔
水
の
「
秘
府
」
、
巻
頭
の
騎
縫
印
で
あ
る
「
明
昌
」,

「
明
昌

宝
玩
」 

末
尾
の
騎
縫
印
で
あ
る
「
御
府
寶
繪
」
、「
内
殿
珍
玩
」
、
後
部
の
「
群

玉
中
秘
」
、
「
明
昌
御
覽
」
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
が
全
部
揃
っ
て
い
る
書
画
は
少
な
い
が
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
搗
練

図
巻
に
は
、
七
璽
が
完
備
し
て
い
る
。
こ
の
七
璽
の
位
置
は
、
徽
宗
皇
帝
の
宣

和
七
璽
の
位
置
と
酷
似
し
て
い
る
（
図
一
）（
２
）
。
こ
れ
は
、
金
章
宗
が
徽
宗
を

模
倣
し
た
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
、
こ
の
七
璽
が
本
当
に
章
宗
皇
帝
の
印
な
の
か
ど
う
か
、
「
秘
府
」
「
御

府
寶
繪
」
、
「
内
殿
珍
玩
」
、
「
群
玉
中
秘
」
に
つ
い
て
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
ど

の
王
朝
で
も
使
用
で
き
る
語
句
な
の
で
、
他
の
王
朝
の
印
と
区
別
が
つ
か
な
い
。

宋
末
元
初
の
人
、
周
密
の
雲
烟
過
眼
録
と
元
の
湯
垕
の
雲
烟
過
眼
続
録
に
明
昌

七
璽
、
明
昌
七
印
の
「
印
文
」
の
記
述
が
あ
る
（
３
）
。
以
下
引
用
文
献
の
句
読
点

は
、
他
の
文
献
も
含
め
て
全
て
筆
者
に
文
責
が
あ
る
。 

雲
烟
過
眼
録
の
喬
達
之
簣
成
、
號
中
山
所
藏
、
李
伯
時
女
孝
經
の
項
目
に
「
右
、

各
有
宣
和
御
題
、
及
『
宣
和
』
『
大
觀
』
印
・
『
睿
思
東
閣
』
大
印
。
其
後
入
金

章
宗
、
或
剪
去
舊
印
、
用
『
明
昌
銜
府
』『
明
昌
中
秘
』『
明
昌
珍
玩
』『
明
昌
御

覽
』
大
印
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

雲
烟
過
眼
続
録
に
は
、「
明
昌
七
印
、
其
一
曰
『
内
府
』
葫
蘆
印
、
其
二
曰
『
郡



玉
秘
珍
』
、
其
三
曰
『
明
昌
珍
玩
』
、
其
四
曰
『
明
昌
御
覽
』
、
其
五
曰
『
御
府
寶

繪
』
、
其
六
曰
『
明
昌
中
秘
』
、
其
七
曰
『
明
昌
御
府
』
。
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
は
、
現
存
の
明
昌
七
璽
と
同
じ
印
文
も
あ
る
が
、
違
う

印
文
も
多
い
。
表
一
に
比
較
表
を
あ
げ
た
。
印
文
で
一
致
し
て
い
る
の
は
、「
明

昌
御
覽
」
だ
け
で
あ
る
。
他
は
全
て
違
う
。 

た
だ
、
雲
烟
過
眼
続
録
は
、
短
い
文
献
な
の
に
、
既
に
内
部
矛
盾
し
て
い
る

箇
所
が
あ
る
。
雲
烟
過
眼
続
録
に
は
、「
徽
宗
皇
帝
、
金
の
章
宗
皇
帝
の
題
箋
は
、

法
書
は
墨
で
名
画
は
泥
金
で
書
い
た
」
、
と
記
述
し
て
い
る
が
（
４
）
、
奇
妙
な
こ

と
に
、
雲
烟
過
眼
続
録
自
身
の
な
か
の
「
王
右
軍
司
州
帖
」
の
記
述
で
は
、「
章

宗
皇
帝
の
泥
金
題
字
」
と
記
述
し
て
い
て
、
内
部
矛
盾
し
て
い
る
。
信
頼
性
が

薄
い
の
で
、
金
時
代
に
近
い
貴
重
な
記
録
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
証
拠
と
し

て
は
採
用
し
な
い
。 

一
方
、
明
後
半
、
萬
暦
の
張
丑
の
清
河
書
畫
舫
（
５
）

は
、
王
羲
之
「
此
事
帖
」

を
記
録
し
、
明
昌
七
璽
と
し
て
、
前
記
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
搗
練
図
巻
と
同
じ

印
文
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
「
明
昌
御
覽
」
が
「
明
昌
御
監
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
印
文
の
読
み
違
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
表
一
に
は
「
△
」
で

記
載
し
た
。
ま
た
、
付
属
す
る
呉
寛
の
跋
で
は
、
こ
れ
ら
の
印
を
金
の
章
宗
皇

帝
の
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
す
る
と
、
明
時
代
中
期
、
成
化
年
間
、
呉
寛

が
活
躍
し
た
時
代
に
は
、
明
昌
七
璽
は
、
搗
練
図
巻
の
印
と
同
じ
も
の
だ
と
考

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
此
事
帖
自
体
の
真
贋
・
質
の
善
し
悪

し
と
は
関
係
な
く
成
立
す
る
。 

周
密
の
雲
烟
過
眼
録
の
印
文
記
述
と
現
存
の
明
昌
七
璽
の
印
文
と
の
矛
盾
は

現
状
で
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
書
画
録
は
写
本
で
伝
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
字
句
の
誤
写
が
発
生
蓄
積
し
や
す
い
。
類
似
し
て
は
い
る
が
、

い
く
ら
か
違
う
印
文
が
多
い
こ
と
は
誤
写
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
方
、
元
時
代
の
陸
友
「
研
北
雑
誌
」
も
含
め
て
、「
明
昌
七
璽
」
が
存
在
し
金

の
章
宗
皇
帝
の
所
蔵
印
だ
と
い
う
点
で
は
、
全
て
の
文
献
は
一
致
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
一
応
、
現
存
の
印
影
を
軸
に
検
討
す
る
。 

 

 
 

二 

現
存
す
る
明
昌
印
影
の
比
較 

 

現
存
の
明
昌
七
璽
の
印
影
を
収
集
し
、
比
較
検
討
す
る
。
七
璽
全
部
が
揃
っ

て
い
る
書
画
は
殆
ど
無
い
が
、
例
が
多
い
の
で
、
あ
る
程
度
は
調
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

検
討
す
る
書
画
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。 

・ 

十
二
月
朋
友
相
聞
書
（
台
北 

故
宮
）（
６
）  

・ 

搗
練
図
巻
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）（
７
）  

・ 

虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
（
遼
寧
省
博
物
館
）（
８
） 

・ 

趙
幹 

江
行
初
雪
図
巻
（
台
北 

故
宮
）（
９
）  

・ 

蛮
夷
執
貢
図 

（
台
北 

故
宮
） 

（
１０
） 

・ 

郭
煕 

早
春
図 

（
台
北 

故
宮
） 

（
１１
） 

・ 

王
羲
之 

遠
宦
帖
（
台
北 

故
宮
） 

（
１２
） 

・ 

懐
素 

自
叙
帖
（
台
北 

故
宮
） 

（
１３
） 

・ 

女
史
箴
図
巻
（
大
英
博
物
館
） 

・ 

王
羲
之 

快
雪
時
晴
帖
（
台
北 

故
宮
） 

・ 

王
羲
之 

此
事
帖
（
所
在
不
明
） 

（
１４
） 

比
較
す
る
と
、
同
じ
印
文
の
印
で
微
妙
に
違
う
印
が
あ
る
。
ま
ず
、
例
が
多

い
「
群
玉
中
秘
」
を
、
図
二
に
示
す
。 

上
段
が
、
左
か
ら
、
十
二
月
朋
友
相
聞
書
、
搗
練
図
巻
、
江
行
初
雪
図
巻
、

此
事
帖
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
（
１５
）
。
角
が
角
張
っ
て
い
る
特
徴
が
あ
る
が
、

ま
ず
同
一
印
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
下
段
が
、
左
か
ら
、
遠
宦
帖
、
自

叙
帖
、
女
史
箴
図
巻
。
角
が
丸
く
な
っ
て
い
る
。
相
互
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
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う
か
が
疑
問
で
あ
る
。
自
叙
帖
の
印
に
は
絹
の
損
壊
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
考
慮

し
て
も
違
う
。 

「
明
昌
御
覽
」
は
、
図
三
で
比
較
し
た
。
上
段
が
、
左
か
ら
搗
練
図
巻
、
江

行
初
雪
図
巻
、
早
春
図
。
早
春
図
の
印
の
上
部
は
か
な
り
損
傷
し
て
い
る
が
、

三
点
と
も
ま
ず
同
一
印
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
下
段
が
、
左
か
ら
、
遠

宦
帖
、
快
雪
時
晴
帖
、
此
事
帖
。
遠
宦
帖
の
印
は
角
が
丸
く
な
っ
て
い
る
。
此

事
帖
の
印
影
も
、
他
と
違
い
が
多
い
。 

一
方
、
末
尾
の
騎
縫
印
で
あ
る
「
御
府
寶
繪
」「
内
殿
珍
玩
」
は
同
じ
印
影
の

例
が
多
い
。
騎
縫
印
な
の
で
、
紙
の
継
ぎ
目
を
表
装
替
え
の
と
き
に
剥
が
し
て

少
し
切
断
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
継
ぎ
目
の
部
分
が
少
し
ず
つ
違
っ
て
く
る

こ
と
は
考
慮
し
て
い
る
。
ま
ず
「
内
殿
珍
玩
」
は
、
図
五
に
示
す
。
左
か
ら
、

十
二
月
朋
友
相
聞
書
、
搗
練
図
巻
、
江
行
初
雪
図
巻
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
、

此
事
帖
。
こ
れ
ら
は 

ほ
ぼ
同
一
に
み
え
る
。「
御
府
寶
繪
」
は
、
図
四
に
示
す
。

左
か
ら
、
十
二
月
朋
友
相
聞
書
、
搗
練
図
巻
、
江
行
初
雪
図
巻
、
虢
国
夫
人
遊

春
図
巻
、
此
事
帖
。
こ
れ
ら
も
同
じ
印
だ
。 

冒
頭
の
騎
縫
印
で
あ
る
「
明
昌
」
、「
明
昌
宝
玩
」
は
、
図
六
で
比
較
す
る
（
１６
）
。

上
段
は
「
明
昌
」
。
左
か
ら
、
蛮
夷
執
貢
図
、
搗
練
図
巻
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
、

江
行
初
雪
図
巻
、
此
事
帖
。
下
段
は
「
明
昌
宝
玩
」
左
か
ら
、
蛮
夷
執
貢
図
、

搗
練
図
巻
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
、
江
行
初
雪
図
巻
、
此
事
帖
。
こ
れ
で
み
る

と
、
江
行
初
雪
図
巻
の
印
だ
け
が
少
し
違
う
こ
と
が
わ
か
る
。
此
事
帖
も
少
し

違
い
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
損
傷
と
写
真
の
不
明
瞭
さ
を
考
慮
し
、
一
応
、
同
一

だ
と
し
て
お
く
。 

以
上
の
比
較
を
ま
と
め
て
、
明
昌
七
璽
を
分
類
す
る
と
表
二
に
示
す
よ
う
に

な
る
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
列
で
、
同
じ
記
号
の
も
の
は
同
一
の
印
と
し
、
印
影

が
違
う
も
の
は
記
号
の
種
類
（
○
△
◎
な
ど
）
を
変
え
て
区
別
し
た
。
虢
国
夫

人
遊
春
図
巻
の
「
明
昌
御
覧
」「
秘
府
」
印
は
図
版
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
「
？
」
と
し
た
。「
秘
府
」
に
つ
い
て
は
、
例
が
少
な
す
ぎ
る
の
で

検
討
し
な
い
。
巻
子
の
損
壊
に
よ
り
失
わ
れ
易
い
位
置
だ
か
ら
だ
ろ
う
（
１７
）
。 

表
二
で
観
る
と
、
十
二
月
朋
友
相
聞
書
、
搗
練
図
巻
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
、

江
行
初
雪
図
巻
、
蛮
夷
執
貢
図
、
早
春
図
、
此
事
帖
が
大
き
な
グ
ル
ー
プ
と
な

っ
て
い
て
、
遠
宦
帖
、
自
叙
帖
、
女
史
箴
、
快
雪
時
晴
帖
は
、
そ
れ
ら
と
は
違

っ
た
雑
多
な
印
影
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

前
者
を
一
類
と
し
、
後
者
を
二
類
と
す
る
。
二
類
に
は
「
群
玉
中
秘
」
、
「
明

昌
御
覽
」
し
か
な
く
、
本
紙
の
騎
縫
印
が
な
い
点
も
共
通
し
て
い
る
。 

仮
に
、
こ
の
一
類
と
名
付
け
た
大
き
な
グ
ル
ー
プ
の
七
印
が
偽
印
の
セ
ッ
ト

だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
名
品
が
あ
る
一
人
の
商
人
・
収
集
家
の
も
と
を
通
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
偽
印
が
お
さ
れ
た
と
は
ず
だ
か
ら
。
そ
れ

も
元
～
明
前
半
の
時
代
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
化
年
間
の
呉
寛
が
既
に
常

識
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
人
を
想
定
で

き
な
い
の
で
、
こ
の
一
類
の
明
昌
七
璽
の
信
頼
性
は
か
な
り
高
い
と
考
え
る
。 

一
類
の
「
群
玉
中
秘
」
、
「
明
昌
御
覽
」
の
印
影
は
、
縁
が
四
角
な
細
い
線
で

あ
り
、
個
人
的
に
は
優
れ
た
篆
刻
藝
術
だ
と
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
金
時
代
は
印
章
の
歴
史
で
は
あ
ま
り
レ
ベ
ル
の
高
い
時
代
だ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
、
皇
帝
の
印
と
し
て
も
こ
の
程
度
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

た
だ
し
、
一
類
の
な
か
で
、
江
行
初
雪
図
巻
の
、
巻
頭
の
三
印
に
は
問
題
が

あ
る
。
巻
頭
の
印
を
押
し
た
絹
が
失
わ
れ
た
の
で
、
後
世
に
紙
を
補
っ
て
、
偽

印
を
押
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。
末
尾
が
絹
の
隔
水
な
の

に
、
巻
頭
の
前
隔
水
が
絹
で
は
な
く
紙
な
の
は
異
例
だ
し
、
印
も
他
の
三
例
と

は
違
う
。
ま
た
、
題
の
書
風
も
痩
金
書
と
は
い
え
な
い
。
台
北
故
宮
博
物
院
の

王
耀
庭
先
生
は
、「
前
隔
水
は
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
」「
大
部
分
が
朱
筆
で
描

い
た
印
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１８
）
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
三
印
影
は
資

料
に
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
此
事
帖
も
「
明
昌
御
覽
」
に
は
疑
問
が
あ
る
。 



此
事
帖
は
、
王
羲
之
の
模
本
と
し
て
の
質
は
感
心
で
き
な
い
し
、
先
学
の
方
々

も
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
が
、
伝
世
経
路
と
い
う
点
だ
け
は
比
較
的
良
い
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
此
事
帖
の
経
訓
堂
法
帖
刻
本
は
、
印
が
大
幅
に
違
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
別
本
と
い
う
よ
り
、
法
帖
を
刻
す
る
と
き
、
所
蔵
印
に
つ
い
て

は
誤
っ
て
刻
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
例
だ
ろ
う
。 

二
類
の
う
ち
。
遠
宦
帖
の
所
蔵
印
影
は
信
頼
が
お
け
る
と
考
え
る
が
、
二
類

の
他
の
印
影
に
は
、
信
頼
性
の
薄
い
印
影
が
あ
る
よ
う
だ
。 

例
え
ば
懐
素
自
叙
の
「
群
玉
中
秘
」
は
そ
の
位
置
が
や
や
上
に
あ
る
こ
と
、

先
頭
の
絹
に
あ
る
と
い
う
二
点
に
お
い
て
疑
念
が
あ
る
。 

ま
た
、
快
雪
時
晴
帖
は
「
明
昌
御
覽
」
印
を
押
し
た
紙
そ
の
も
の
が
本
紙
と

分
離
し
て
、
よ
り
前
に
表
装
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
付
属
し
て
い
た
も
の
か

ど
う
か
判
断
で
き
な
い
。
快
雪
時
晴
帖
の
「
明
昌
御
覽
」
は
、
二
類
の
他
の
印

と
も
違
っ
て
い
る
。
王
耀
庭
先
生
は
快
雪
時
晴
帖
と
女
史
箴
図
巻
で
、
南
宋
宮

廷
印
が
あ
っ
て
金
の
皇
帝
の
印
が
あ
る
不
自
然
さ
を
、
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
（
１９
）
。

南
宋
宮
廷
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
金
の
章
宗
に
移
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
議
論
で

あ
る
。
二
類
で
不
審
に
思
う
点
は
、「
群
玉
中
秘
」
印
が
相
互
に
一
致
し
な
い
こ

と
、
印
の
位
置
が
、
し
ば
し
ば
中
央
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

対
象
に
す
る
書
画
と
し
て
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
明
白
な
偽
印
の
例
で
は
、
台

北
故
宮
の
七
月
帖
が
あ
る
（
２０
）
。
こ
れ
は
位
置
・
印
影
と
も
に
粗
雑
で
あ
る
。

勿
論
、
真
蹟
に
偽
印
を
箔
つ
け
に
押
す
こ
と
も
あ
る
の
で
、
本
体
の
価
値
と
は

関
係
は
な
い
。
伝
世
経
路
の
問
題
だ
け
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
う
い
う
場
合
、
一
類
の
み
を
真
と
み
な
し
が
ち
で
あ
る
が
、
遠
宦

帖
は
宣
和
内
府
の
印
が
押
し
て
あ
る
の
で
、
明
昌
内
府
の
騎
縫
印
は
遠
慮
し
て

殆
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
種
の
他
の
例
と
比
較
で
き
な
い
し
、
筋
の
良
い
信

頼
で
き
る
伝
世
品
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
は
信
じ
た
い
。 

実
の
と
こ
ろ
、
最
初
は
遠
宦
帖
の
印
を
基
準
に
し
て
分
類
し
よ
う
と
し
た
の

だ
が
、
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
方
針
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
遠
宦

帖
が
、
金
宮
廷
か
ら
南
宋
の
賈
似
道
の
所
蔵
へ
移
動
し
た
事
は
、
や
や
不
審
だ

が
、
一
二
二
四
年
の
宋
金
西
夏
の
講
和
と
一
二
三
〇
年
の
モ
ン
ゴ
ル
の
攻
勢
の

間
、
六
年
間
、
宋
の
立
場
が
比
較
的
高
か
っ
た
と
き
に
、
金
か
ら
贈
答
品
と
し

て
南
宋
へ
持
ち
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
可
能
だ
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
一
二
三

〇
―
四
年
の
金
滅
亡
の
混
乱
と
凄
惨
な
戦
乱
の
時
期
に
流
出
し
た
、
と
も
考
え

ら
れ
る
。
虢
国
夫
人
遊
春
図
巻
も
同
様
に
、
金
章
宗
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
賈
似

道
へ
移
動
し
て
い
る
。 

ま
た
、
雲
烟
過
眼
録
に
も
、
章
宗
の
題
が
あ
り
、
賈
似
道
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
入
っ
て
い
た
唐
宋
の
絵
画
を
二
点
記
録
し
て
い
る
。
「
關
仝
『
山
水
』
、
及
、

李
思
訓
『
巫
山
神
女
圖
』
。
明
昌
題
。
曽
入
賈
氏
。
」
で
あ
る
。 

賈
似
道(

一
二
一
三-

一
二
七
五)

と
一
世
代
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
で
、
ひ
ょ

っ
と
し
た
ら
賈
似
道
と
面
識
す
ら
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
周
密(

一
二
三
二-

一

二
九
八)

は
、
金
章
宗
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
も
の
が
賈
似
道
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
入
っ
て
い
る
の
を
少
し
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

当
時
は
よ
く
あ
っ
た
こ
と
だ
、
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

以
上
の
議
論
か
ら
、「
明
昌
御
覽
」
、「
群
玉
中
秘
」
は
、
少
な
く
と
も
二
種
あ

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
れ
っ
き
と
し
た
乾
隆
宮
廷
の
収
蔵
印
「
乾
隆
御

覽
寶
」
で
も
。
同
じ
大
き
さ
同
じ
様
式
の
微
妙
に
違
っ
た
二
印
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

最
初
に
問
題
に
し
た
十
二
月
朋
友
相
問
書
の
明
昌
璽
三
点
は
、
全
て
上
述
し

た
一
類
に
属
す
る
。
し
か
も
、
本
紙
と
「
内
府
珍
玩
」
、
「
御
府
宝
繪
」
の
二
つ

の
騎
縫
印
で
つ
な
が
っ
て
い
る
後
隔
水
に
、「
群
玉
中
秘
」
が
押
し
て
あ
る
の
で
、

信
頼
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 
 

三 

金
章
宗
の
痩
金
書 



金章宗の所蔵印と痩金書 

 
明
昌
七
璽
に
伴
う
こ
と
の
多
い
、
金
章
宗
の
痩
金
書
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

金
章
宗
の
痩
金
書
と
し
て
は
、
大
英
博
物
館
の
女
史
箴
図
の
後
に
表
装
さ
れ
た
、

絹
本
の
女
史
箴
の
断
片
が
有
名
で
あ
る
。 

最
初
に
こ
れ
を
金
章
宗
の
書
だ
と
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
矢
代
幸
雄
先
生
だ
っ

た
。
昭
和
十
年
の
美
術
研
究
第
四
十
一
号
に
の
っ
た
論
文
に
、
推
測
が
書
い
て

あ
る
（
２１
）
。
そ
れ
以
前
は
、
徽
宗
皇
帝
の
書
と
さ
れ
て
い
た
（
２２
）
。 

昭
和
四
十
八
年
、
平
凡
社
書
道
全
集
の
解
説
で
、
外
山
軍
治
先
生
は
、
搗
練

図
巻
と
女
史
箴
図
で
「
群
玉
中
秘
」
の
印
影
が
違
う
こ
と
な
ど
を
注
意
さ
れ
、

問
題
が
多
い
こ
と
を
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
金
章
宗
の
書
と
さ
れ
て
い

る
。
根
拠
は
「
恭
」
の
避
諱
欠
画
で
あ
っ
た
。
章
宗
の
父
「
允
恭
」
の
諱
で
あ

る
（
２３
）
。 

し
か
し
、
金
宮
廷
関
係
の
印
章
も
題
記
も
本
幅
上
に
は
な
い
。
大
収
集
家
、

安
岐
の
墨
縁
彙
観
で
は
「
梁
清
標
が
つ
け
た
も
の
だ
」
と
断
じ
て
い
る
（
２４
）
。 

ま
た
、
萬
暦
の
張
丑
の
清
河
書
畫
舫
、
呉
其
貞
の
書
画
記
の
順
治
十
二
年(

一

六
五
五) 

の
記
述
（
２５
）
、
康
煕
三
〇
年
（
一
六
九
一
）
序
の
平
生
壮
観
（
２６
）

に
は
、

こ
の
痩
金
書
の
記
録
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
記
録
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
当
時

付
属
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
証
明
で
き
な
い
。
し
か
し
、
梁
清
標
（
一
六
二
〇

―
一
六
九
一
）
の
死
後
の
記
録
で
あ
る
大
観
録
（
一
七
一
二
年
序
）（
２７
）

に
、
突

然
こ
の
痩
金
書
の
記
述
が
現
れ
る
か
ら 

、
安
岐
の
推
測
に
賛
同
し
た
く
な
る
。

た
だ
、
な
ぜ
か
冒
頭
に
明
の
項
元
汴
の
騎
縫
印
が
あ
る
の
で
、
明
時
代
後
期
に

合
装
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
多
数
の
所
蔵
印
の
真
偽
の
問
題
も
関
係
す
る
の

で
、
合
装
時
期
の
推
定
は
難
し
い
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
も
、「
群
玉
中
秘
」
印

の
あ
る
絹
と
痩
金
書
の
絹
を
接
続
し
て
い
る
の
は
明
後
期
以
降
の
印
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
痩
金
書
を
金
章
宗
と
す
る
証
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

王
耀
庭
先
生
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
絹
本
の
書
は
本
来
も
っ
と
丈
が
高

い
書
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
行
ず
つ
短
冊
状
に
切
っ
て
、
よ
り
丈
の
低

い
女
史
箴
図
と
合
わ
せ
た
も
の
の
よ
う
だ
（
２８
）
。
王
耀
庭
先
生
の
指
摘
を
も
と

に
し
て
復
元
し
て
み
る
と
、
図
七
に
な
る
。
か
な
り
自
然
な
感
じ
に
な
っ
た
。

丈
が
高
い
の
だ
か
ら
、
本
来
こ
の
絵
の
た
め
に
書
い
た
書
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
王
耀
庭
先
生
は
、
明
時
代
中
期
、
嘉
靖
年
間
に
文
嘉
が
書
い
た
鈐
山
堂

書
画
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
徽
宗
書 

女
史
箴 

一 

絹
本
痩
金
書
」
が
も

と
だ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
文
嘉
は
あ
ま
り
こ
の
作
品
は
高
く
評
価
し
な
か

っ
た
の
か
評
語
は
書
い
て
い
な
い
。 

快
雪
時
晴
帖
で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
紹
興
璽
と
金
章
宗
の
璽
が
鈐
印
し

て
あ
る
の
で
、
南
宋
宮
廷
か
ら
流
出
し
金
宮
廷
に
わ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
不
審
に
思
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
は
英
国
のC

h
a
rles M

a
son

 

も

注
意
し
て
い
て
、
南
宋
の
高
宗
皇
帝
（
趙
構
）
の
書
で
あ
る
と
い
う
説
も
紹
介

し
て
い
る
（
２９
）
。 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
金
章
宗
の
書
と
す
る
根
拠
は
「
恭
」
の
避
諱
欠
画

と
痩
金
書
で
あ
る
と
い
う
点
以
外
に
な
く
、
薄
弱
で
あ
る
。「
恭
」
の
避
諱
欠
画

も
他
人
の
避
諱
か
も
し
れ
な
い
。 

一
方
、
金
章
宗
の
真
跡
が
、
他
に
三
点
は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
つ
は
台
北
故
宮
博
物
院
所
蔵
「
蛮
夷
執
貢
図
」
の
題
、
一
つ
は
ボ
ス
ト
ン

美
術
館
所
蔵
「
搗
練
図
巻
」
の
題
、
も
う
一
つ
は
遼
寧
省
博
物
館
所
蔵
「
虢
国

夫
人
遊
春
図
巻
」
の
題
で
あ
る
（
図
八
）
。
い
ず
れ
も
上
述
の
一
類
の
明
昌
璽
が

重
な
っ
て
お
り
、
痩
金
書
で
あ
る
。
技
術
的
に
は
徽
宗
皇
帝
に
迫
っ
て
い
る
。

こ
の
三
点
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
蛮
夷
執
貢
図
題
を
基
準
と
す
る
と
、
女
史
箴

図
卷
の
末
尾
の
痩
金
書
は
、
金
章
宗
の
書
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
伝
徽
宗
の
絹

本
女
史
箴
墨
跡
を
裁
断
し
て
、
古
画
の
後
ろ
に
つ
け
た
も
の
だ
と
推
測
し
た
い
。 

実
際
、
章
宗
皇
帝
の
題
と
い
う
の
は
、
元
時
代
の
収
集
家
に
は
親
し
い
も
の

だ
っ
た
よ
う
だ
。
宋
末
元
初
の
人
、
周
密 

雲
烟
過
眼
録
に
九
点
も
記
載
さ
れ



て
い
る
（
３０
）
。 

ま
た
、
元
の
陸
友
、
研
北
雑
志
に
は
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
述
に

気
づ
い
た
の
は
搗
練
図
巻
に
跋
を
書
い
た
清
末
の
羅
文
彬
の
よ
う
だ
（
３１
）
。 

「
徽
宗
御
題
畫
、
『
圖
』
字
内
從
『
口
』
。
章
宗
書
、
『
圖
』
字
内
從
『
厶
』
。

可
以
驗
知
其
書
也
。
」（
３２
）  

圖
の
口
が
「
口
」
な
の
が
徽
宗
皇
帝
で
「
ム
」
な
の
が
金
の
章
宗
だ
と
い
う

の
だ
。
当
時
、
多
く
の
書
画
に
章
宗
皇
帝
の
題
や
徽
宗
皇
帝
の
題
が
あ
り
、
元

時
代
の
収
集
家
も
混
同
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
、
判
別
法
が
記
録
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。 

こ
の
判
別
法
を
現
存
す
る
書
画
に
適
用
し
て
み
る
。
確
か
に
蛮
夷
執
貢
図
の

題
、
搗
練
図
巻
の
題
、
虢
国
夫
人
遊
春
図
の
題
は
「
ム
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
徽
宗
皇
帝
の
書
、
黄
居
宷
「
山
鷓
棘
雀
図
」
の
題
（
台
北 

故
宮
）
、
衛

賢
「
高
士
図
」
題
（
北
京 

故
宮
）
、
展
子
虔
「
遊
春
図
巻
」
題
（
北
京 

故
宮
）
、

徽
宗
皇
帝
「
五
色
鸚
鵡
図
巻
」
自
題
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）
、
楷
書
千
字
文
（
上

海
博
物
館
）
は
、
「
口
」
に
な
っ
て
い
る
。 

現
存
の
書
画
で
は
、
こ
の
判
断
基
準
は
よ
く
合
う
の
で
、
元
時
代
の
陸
友
が

考
え
た
金
の
章
宗
の
題
は
、
現
存
の
三
点
の
題
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
従
っ
て
文
献
的
に
も
、
こ
れ
ら
三
点
の
題
が
章
宗
皇
帝
の
真
蹟
だ
と

み
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

 

お
わ
り
に 

 

金 

章
宗
皇
帝
の
所
蔵
印
、
明
昌
七
璽
の
、
現
存
の
印
影
の
印
文
と
元
初
の

周
密
の
記
述
と
の
相
違
は
未
解
決
で
あ
る
が
、
明
時
代
中
期
以
降
は
現
存
の
印

影
を
明
昌
七
璽
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
明
昌
七
璽
の
現
存
の
印

影
を
分
類
し
、
搗
練
図
巻
の
印
影
を
中
心
と
す
る
信
頼
で
き
る
印
の
グ
ル
ー
プ

を
見
い
だ
し
た
。
ま
た
、
遠
宦
帖
の
印
影
は
信
頼
し
た
い
。
十
二
月
朋
友
相
聞

書
の
印
影
は
信
頼
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
金
宮
廷
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
派
生
的
研
究
と
し
て
金
章
宗
の
痩
金
書
に
つ
い
て
検
討
し
、
女
史
箴

図
巻
付
属
の
墨
跡
よ
り
も
、
蛮
夷
執
貢
図
の
題
、
搗
練
図
巻
の
題
、
虢
国
夫
人

遊
春
図
巻
の
題
を
基
準
作
に
す
べ
き
だ
と
判
断
し
た
。 

徽
宗
皇
帝
に
よ
る
万
寿
宮
碑
、
大
観
聖
作
碑
の
よ
う
に
、
金
章
宗
の
真
筆
に

な
る
石
碑
・
拓
本
が
あ
れ
ば
、
良
い
証
拠
に
な
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
発
見

し
て
い
な
い
。
一
部
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
印
影
と
と
も
に
、
今
後
、
探
索
を

す
す
め
た
い
。 

附
記 

文
献
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
大
野
修
作
先
生
と
大
橋
修
一

先
生
、
先
行
研
究
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
古
原
宏
伸
先
生
に
感
謝
し
た
い
。 

 

【
注
】 

１ 

書
学
書
道
史
研
究
、
第
二
一
号
、
四
五
―
五
八
頁
、
二
〇
一
一
年
。 

２ 

徐
邦
達
、
古
書
画
鑑
定
概
論
、
三
七
―
三
八
頁
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
北

京
、
に
宣
和
七
璽
の
位
置
・
印
影
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。 

３ 

周
密
の
雲
烟
過
眼
録
、
湯
垕
の
雲
烟
過
眼
続
録
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
を

利
用
し
た
。 

４ 

「
宣
和
明
昌
二
帝
題
簽
、
法
書
用
墨
、
名
畫
用
泥
金
。
」
。 

５ 

張
丑
、
清
河
書
画
舫
、
池
北
草
堂
版
本
。 

６ 
二
玄
社
、
書
跡
名
品
叢
刊 

第
一
五
〇
回 

月
儀
帖
三
種
、
一
九
八
三
年
、
東
京
。 

７ 
F
in
e M

u
seu

m
 of A

rts, B
oston

, ta
les 

 
from

 th
e la

n
d
 of d

ra
g
on

s:1
0
0
0
 

y
ea
rs of C

h
in
ese p

a
in
tin

g
s,1

9
9
7
,B
oston

 

８ 

名
画
鑑
賞 
虢
国
夫
人
遊
春
図 

上
海
人
民
美
術
出
版
社 

一
九
七
九
年
、
上
海
。 

９ 

故
宮
博
物
院
の
整
理
番
号
は
、
故
畫

0
0
0
9
6
4
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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代
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江



金章宗の所蔵印と痩金書 

行
初
雪
。 

１０ 
図
版
は
、
國
立
故
宮
博
物
院
、
故
宮
蔵
畫
精
選
、
一
九
八
一
年
、
香
港
。
故
宮
博

物
院
の
整
理
番
号
は
、
故
畫0

0
1
2
3
5
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1

集
古
圖
繪 

唐
周
昉
蠻
夷
執
貢

圖
。 

１１ 

國
立
故
宮
博
物
院
、
郭
煕 

早
春
図
、
一
九
八
〇
年
、
台
北
。 

１２ 

国
立
故
宮
博
物
院
、
故
宮
法
書
、
第
一
輯
、
王
羲
之
、
一
九
六
二
年
、
台
北
。 

１３ 

國
立
故
宮
博
物
院
、
自
叙
帖
巻
検
測
報
告
、
二
〇
〇
六
年
、
台
北
。 

１４ 

張
伯
英
、
右
軍
書
範
（
書
籍
写
真
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
作
成
し
た
）
。
ま
た
河
出
書
房
、

書
道
宣
集
、
四
、
昭
和
二
九
年
の
図
版
も
参
照
し
た
。 

１５ 

虢
国
夫
人
遊
春
図
の
印
影
は
モ
ノ
ク
ロ
で
は
不
鮮
明
な
の
で
加
筆
し
た
。 

１６ 

蛮
夷
執
貢
図
の
印
影
は
モ
ノ
ク
ロ
で
は
不
鮮
明
な
の
で
加
筆
し
た
。 

１７ 

此
事
帖
の
「
秘
府
」
印
影
も
ま
た
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

１８ 

王
耀
庭
、
古
書
畫
上
違
「
章
」
建
築
―
収
蔵
印
記
片
談
、
故
宮
文
物
月
刊
第
一
巻

第
三
期
、
一
九
八
三
年
六
月
、
國
立
故
宮
博
物
院
、
台
北
の
一
二
七
―
一
三
三
頁
。

古
書
古
畫
今
日
看
、
二
〇
一
一
、
國
立
故
宮
博
物
院
、
台
北
に
も
収
録
。 

１９ 

王
耀
庭
、
傳
顧
愷
之
女
史
箴
図
畫
外
的
幾
個
問
題
、
美
術
史
研
究
彙
刊
、
第
一
七

七
期
、
民
國
九
三
年
、
一
～
五
一
頁
。 

２０ 

前
掲 

注
一
二
。 

２１ 

矢
代
幸
雄
、
徽
宗
模
張
萱
搗
練
図
、
東
洋
美
術
論
考
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
十
五

日
、
七
十
一
～
八
十
三
頁
、
座
右
寶
刊
行
会
、
東
京
に
収
録
。 

２２ 

例
え
ば
、
石
渠
寶
笈
初
編 

三
六
巻 

御
書
房
第
九 

「
女
史
箴 

上
等 

天
一
」

の
記
述
で
は
「
徽
宗
楷
書
女
史
箴
一
則 

計
十
一
行
七
十
六
字
」
と
な
っ
て
い
る
。

石
渠
寶
笈 

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
八
月
、
上
海
。 

２３ 

書
道
全
集
、
第
十
六
巻
、
百
五
十
九
―
百
六
十
一
頁
、
女
史
箴
の
解
説
（
外
山
軍

治
）
、
平
凡
社
、
昭
和
四
十
八
年
、
東
京
。 

２４ 

安
岐
、
墨
縁
彙
観
、
天
津
市
古
籍
書
店
影
印
叢
書
集
成
本(

一
九
三
五)

、
一
九
九
三

年
。
「
・
・
梁
蒼
厳
相
國
所
蔵
・
・
・
必
、
相
國
増
入
者
。
」 

２５ 

呉
其
貞
、
書
画
記
、
巻
四
、
邵
彦
編
集
、
遼
寧
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
瀋

陽
。 

２６ 

顧
復
、
平
生
壮
観
、
巻
六
、
上
海
古
蹟
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
上
海
。 

２７ 

呉
升
、
大
観
録
、
巻
十
一
。
怡
寄
軒
本
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
影
印
テ
キ
ス
ト
を
利

用
し
た
。 

２８ 

前
揚 

注
一
九
。
ま
た
、
清
河
書
画
舫
収
録
の
鈐
山
堂
書
画
記
と
知
不
足
齋
叢
書

収
録
の
別
本
の
鈐
山
堂
書
画
記
で
、
こ
の
作
品
の
記
載
を
確
認
し
た
。 

２９ 
C
h
a
rles M

a
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, T
h
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ritish
 m

u
seu

m
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d
m
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s scroll 
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３０ 

○
喬
達
之
簣
成
、
號
中
山
所
藏 

李
思
訓
、
江
山
漁
樂
圖
。
金
章
宗
題
。
有
明
昌
諸
印
。 

○
莊
蓼
塘
肅
、
所
藏 

張
萱
、
彈
琴
仕
女
。
明
昌
御
題
。
并
前
後
印
。
仲
山
物
。 

陸
滉
捕
魚
單
幅
。
明
昌
題
。
漁
人
、
全
類
胡
人
。 

關
仝
山
水
、
李
思
訓
巫
山
神
女
圖
。
明
昌
題
。
曽
入
賈
氏
。 

郭
忠
恕
、
飛
閣
晴
椒
。
明
昌
題
。
四
角
皆
有
。
款
上
有
御
題
。 

○
馬
子
卿
、
號
性
齊
、
所
藏 

蕭
遘
幽
公
帖
。
明
昌
題
。 

黄
居
宷
、
拒
霜
兔
。
明
昌
題
。 

徐
熈
、
牡
丹
鴿
。
明
昌
題
。 

３１ 

前
掲 

注
二
一
。 

３２ 
陸
友
、
研
北
雑
志
は
、
四
庫
全
書
本
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
で
利
用
し
た
。 


